
王
家
の
始
祖
伝
承
と
亀

奥
　
田

尚

　
本
誌
第
二
号
の
「
茨
田
堤
の
雁
の
子
の
伝
承
」
で
は
、
鳥
が
卵

を
生
む
こ
と
を
め
で
た
い
祥
瑞
と
み
な
す
発
想
に
は
、
新
羅
国
王

が
卵
か
ら
生
ま
れ
た
伝
承
の
反
映
が
み
ら
れ
る
と
推
定
し
た
。
さ

ら
に
仁
徳
１
１
サ
ザ
キ
天
皇
が
鳥
の
名
に
ち
な
む
か
ら
、
サ
ザ
キ
天

皇
の
始
祖
伝
承
が
卵
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ

る
と
も
、
考
え
た
。
金
谷
科
研
の
報
告
書
『
東
洋
に
お
け
る
自
然

観
の
比
較
研
究
』
の
筆
者
分
担
研
究
の
ま
と
め
「
日
本
古
代
に
お

け
る
王
家
の
始
祖
伝
承
」
で
は
。
天
皇
家
の
始
祖
と
さ
れ
る
太
陽

神
や
大
地
神
と
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
し
、
太
陽
神
と
天
皇
家
と

の
関
係
は
。
六
世
紀
初
頭
推
古
朝
を
さ
か
の
ぼ
ら
な
い
と
み
た
。

　
こ
の
よ
う
な
王
家
の
始
祖
伝
承
を
調
査
す
る
な
か
で
、
始
祖
伝

承
に
関
係
す
る
と
み
ら
れ
る
、
若
干
興
味
を
持
て
る
対
象
が
い
く

つ
か
み
つ
か
っ
た
　
こ
こ
で
は
そ
の
う
ち
の
ひ
と
つ
、
「
亀
」
に

関
し
て
報
告
し
て
み
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
二
）

　
　
【
亀
】
の
う
ち
の
特
殊
な
も
の
が
神
聖
視
さ
れ
た
こ
と
は
、
奈

良
時
代
の
年
号
に
霊
亀
（
西
暦
七
一
五
年
）
　
・
神
亀
（
同
七
二
四

年
）
　
・
宝
亀
（
同
七
七
〇
年
）
か
お
る
こ
と
に
も
明
ら
か
で
あ
る
。

　
「
亀
」
が
つ
く
年
号
は
そ
の
後
は
文
亀
（
同
一
五
〇
一
年
）
ま
で

な
い
。
こ
れ
は
、
奈
良
時
代
ま
で
の
年
号
が
、
た
と
え
ば
左
京
か

ら
献
上
さ
れ
た
瑞
亀
に
よ
り
霊
亀
と
改
元
す
る
な
ど
、
主
と
し
て

祥
瑞
と
さ
れ
る
自
然
物
に
直
接
に
ち
な
ん
だ
た
め
で
あ
る
。
天
平

な
ど
も
、
亀
の
背
中
に
「
天
王
貴
平
知
百
年
」
の
文
字
か
お
り
、

そ
れ
に
ち
な
む
も
の
で
あ
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

　
亀
の
甲
の
文
字
と
い
え
ば
。
甲
骨
文
字
が
す
ぐ
に
連
想
さ
れ
る
。

甲
骨
文
字
と
は
、
殷
代
（
紀
元
前
一
一
〇
〇
年
ご
ろ
ま
で
）
の
占

い
に
主
と
し
て
使
用
さ
れ
た
、
亀
の
甲
や
獣
骨
に
残
さ
れ
た
文
字

で
あ
る
。
（
甲
骨
文
字
の
理
解
に
つ
い
て
は
、
白
川
静
『
甲
骨
文

の
世
界
』
△
一
九
七
二
年
二
月
・
平
凡
社
▽
を
参
照
し
た
。
）

　
亀
の
甲
で
占
う
こ
と
は
、
た
と
え
ば
続
日
本
紀
和
銅
元
年
二
月

コ
ー
日
条
に
「
ま
さ
に
今
、
平
城
の
地
、
四
禽
図
に
叶
い
、
三
山

鎮
を
な
し
、
亀
策
な
ら
び
に
従
う
。
都
邑
を
建
つ
べ
し
」
と
平
城

遷
都
の
詔
に
も
み
え
る
。
「
四
禽
図
に
叶
」
う
と
は
、
東
に
青
龍
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す
な
わ
ち
流
水
か
お
り
、
南
に
朱
雀
す
な
わ
ち
池
や
沼
か
お
り
、

西
に
白
虎
す
な
わ
ち
大
道
か
お
り
、
北
に
玄
武
す
な
わ
ち
高
い
山

の
あ
る
こ
と
を
い
う
。
「
三
山
鎮
を
な
」
す
と
は
、
大
和
三
山
（
畝

傍
・
耳
梨
・
香
具
山
）
を
い
う
か
、
春
日
・
奈
良
・
生
駒
の
連
山

を
い
う
。

　
　
「
亀
笛
」
の
「
亀
」
は
亀
卜
で
、
「
笛
」
は
占
笛
を
意
味
す
る
。

亀
卜
は
。
養
老
職
員
令
神
祇
官
条
の
「
古
記
」
　
（
大
宝
令
に
酷
似
）

に
、
亀
の
甲
を
焼
き
、
こ
れ
に
よ
り
兆
し
を
占
う
と
あ
る
。
占
笛

は
、
笛
竹
を
使
っ
て
の
占
い
で
、
中
務
省
陰
陽
寮
の
陰
陽
師
の
職

務
で
あ
る
。
陰
陽
寮
は
、
天
文
・
気
象
・
暦
な
ど
を
扱
う
役
所
で

あ
る
。
暦
な
ど
は
、
推
古
紀
一
〇
年
（
六
〇
二
）
一
〇
月
条
に
「
百

済
僧
観
勒
、
来
た
る
。
よ
っ
て
暦
本
お
よ
び
天
文
地
理
書
、
あ
わ

せ
て
遁
甲
方
術
書
を
貢
す
。
こ
の
時
、
書
生
三
、
四
人
を
選
び
、

も
っ
て
観
勒
に
学
習
せ
し
む
」
と
あ
る
。
遁
甲
は
一
種
の
占
星
術

か
と
い
わ
れ
て
お
り
、
方
術
は
考
課
令
に
「
占
候
医
ト
は
、
験
を

い
た
す
こ
と
多
き
は
、
方
術
の
最
と
せ
よ
」
と
あ
り
、
『
令
義
解
』

に
は
占
は
陰
陽
。
候
は
天
文
、
医
は
療
病
、
ト
は
亀
を
灼
く
と
あ

る
。
占
の
な
か
に
は
占
笛
が
含
ま
れ
た
と
考
え
ら
れ
、
占
笛
・
亀

卜
に
は
、
と
も
に
百
済
か
ら
の
渡
来
系
の
も
の
が
あ
っ
た
。
『
隋

書
』
倭
国
伝
に
も
、
「
仏
法
を
敬
し
て
、
百
済
に
仏
・
経
を
求
め

得
て
、
始
め
て
文
字
あ
り
。
ト
筑
を
知
り
て
、
も
っ
と
も
巫
硯
を

信
ず
」
と
あ
る
。

　
ト
筑
‘
占
笛
は
、
笛
竹
な
ど
を
用
い
て
占
う
が
、
そ
の
占
い
の

典
拠
と
な
る
の
は
、
『
易
経
』
　
（
周
易
）
で
あ
り
、
そ
の
注
釈
書

で
あ
る
。
『
易
経
』
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
五
経
の
一
で
あ
り
、

五
経
を
講
ず
る
五
経
博
士
の
来
国
は
。
継
体
紀
七
年
（
五
一
三
年

ご
ろ
）
六
月
条
に
「
百
済
、
姐
弥
文
貴
将
軍
・
州
利
即
ホ
将
軍
を

遣
し
て
。
穂
積
臣
仰
山
△
百
済
本
記
に
云
は
く
、
委
の
意
斯
移
麻

岐
弥
▽
に
副
へ
て
、
五
経
博
士
段
楊
示
を
貢
す
」
と
あ
る
。
紀
に

引
用
さ
れ
た
「
百
済
本
記
」
に
、
は
た
し
て
通
説
の
よ
う
な
信
憑

性
を
認
め
う
る
か
ど
う
か
は
問
題
で
あ
る
が
、
六
世
紀
初
頭
と
い

う
年
代
は
と
も
か
く
と
し
て
、
占
笛
の
な
か
に
は
百
済
経
由
で
伝

え
ら
れ
た
も
の
が
あ
る
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
が
仏

教
な
ど
の
導
入
と
軌
を
一
に
す
る
、
新
文
化
の
導
人
で
あ
っ
た
こ

と
も
確
実
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
（
二
）

　
一
方
、
亀
卜
の
導
入
の
方
は
、
あ
ま
り
明
確
な
史
料
が
な
い
。

前
述
の
よ
う
に
、
推
占
朝
に
観
勒
が
伝
え
た
方
術
の
一
部
に
あ
っ

た
と
推
定
で
き
る
程
度
で
あ
る
。
し
か
し
、
中
国
の
亀
卜
と
の
関

係
は
。
『
魏
志
』
倭
人
伝
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
そ
の
俗
、
挙
事
行
来
に
云
為
す
る
と
こ
ろ
あ
ら
ば
、
す
な
わ

－31－



　
　
ち
骨
を
灼
き
て
ト
し
、
も
っ
て
吉
凶
を
占
い
、
ま
ず
ト
す
る

　
　
と
こ
ろ
を
告
ぐ
。
そ
の
辞
は
令
亀
法
の
ご
と
し
。
火
折
を
視

　
　
て
兆
を
占
う
。

　
中
国
で
の
亀
卜
‐
令
亀
法
と
、
倭
国
の
骨
に
よ
る
占
い
は
、
酷

似
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
場
合
「
灼
骨
」
の
「
骨
」
は
、
亀

の
甲
を
絶
対
に
含
ま
な
い
と
断
言
す
る
ほ
ど
、
こ
だ
わ
る
こ
と
も

な
か
ろ
う
。
亀
の
甲
も
用
い
ら
れ
た
か
も
し
れ
な
い
。
卑
弥
呼
の

　
「
鬼
道
」
を
道
教
だ
と
み
る
説
も
あ
り
、
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
中

国
で
の
令
亀
法
が
そ
の
ま
ま
卑
弥
呼
の
時
代
に
も
導
入
さ
れ
て
い

た
の
か
も
し
れ
な
い
（
も
ち
ろ
ん
、
弥
生
時
代
の
文
字
史
料
は
、

ま
っ
た
く
発
見
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
、
中
国
の
方
法
と
は
い
っ
て

も
、
文
字
に
つ
い
て
は
定
着
し
な
か
っ
た
と
み
ざ
る
を
え
な
い
）
。

　
逆
に
。
「
灼
骨
」
の
「
骨
」
に
は
絶
対
に
亀
の
甲
を
含
ま
な
い

と
仮
定
し
て
も
、
結
果
は
あ
ま
り
相
違
し
な
い
。
魏
か
ら
の
使
者

は
、
中
国
で
の
同
様
の
占
い
に
は
、
亀
の
甲
を
使
う
も
の
か
お
る

こ
と
を
教
え
た
に
ち
が
い
な
い
。
そ
れ
が
倭
国
に
受
容
さ
れ
た
可

能
性
の
高
い
こ
と
は
、
魏
の
鏡
が
倭
国
に
与
え
た
影
響
を
考
え
て

み
れ
ば
、
自
明
の
こ
と
で
あ
る
。

　
卑
弥
呼
の
時
代
、
弥
生
時
代
末
期
（
三
世
紀
後
半
）
に
は
。
亀

が
占
い
の
媒
体
で
あ
り
え
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
亀
の
甲
を
媒
体

と
す
る
占
い
が
、
倭
国
土
着
の
も
の
か
、
中
国
伝
来
の
も
の
か
は
、

に
わ
か
に
判
断
し
難
い
。
し
か
し
、
火
哲
（
火
に
よ
る
割
れ
方
）

を
視
て
兆
し
を
占
う
方
法
に
、
そ
れ
ほ
ど
複
雑
な
も
の
が
あ
っ
た

と
は
思
え
な
い
。
土
着
に
せ
よ
、
中
国
伝
来
に
せ
よ
、
亀
の
甲
が

超
自
然
的
な
判
断
の
媒
介
を
す
る
と
す
れ
ば
。
特
殊
な
甲
を
も
つ

亀
。
あ
る
い
は
ど
こ
か
特
殊
な
亀
が
超
自
然
的
意
志
そ
の
も
の
と

み
な
さ
れ
う
る
こ
と
は
、
容
易
に
理
解
し
う
る
。
霊
亀
と
改
元
す

る
因
と
な
っ
た
亀
に
関
す
る
、
続
日
本
紀
霊
亀
元
年
八
月
二
八
日

条
の
次
の
記
事
は
、
い
く
つ
か
の
点
て
興
味
深
い
。

　
　
左
京
の
人
、
大
初
位
工
局
田
首
久
比
麻
呂
、
霊
亀
を
献
ず
。

　
　
長
七
寸
、
闘
六
寸
、
左
の
眼
は
白
く
、
右
の
眼
は
赤
し
。
順

　
　
に
三
公
を
著
わ
し
。
背
に
七
星
を
負
う
。
前
脚
に
と
も
に
離

　
　
の
卦
あ
り
、
後
脚
に
と
も
に
一
交
あ
り
。
腹
の
下
に
赤
白
の

　
　
両
点
あ
り
て
、
八
の
字
に
相
つ
ぐ
。

　
亀
の
長
さ
は
約
二
Ｉ
セ
ン
チ
、
幅
は
一
八
セ
ン
チ
、
左
目
が
白

く
。
右
目
が
赤
い
。
頭
に
三
台
星
（
北
極
星
を
守
護
す
る
と
さ
れ

る
三
つ
の
星
）
の
模
様
か
お
り
。
背
中
に
は
北
斗
七
星
の
模
様
か

お
る
。
前
足
に
は
両
方
と
も
に
易
経
で
い
う
「
離
」
の
卦
を
し
め

す
模
様
か
お
り
（
一
一
一
の
模
様
）
。
後
足
に
は
と
も
に
「
□
の

旋
（
卦
の
一
要
素
、
三
交
で
一
卦
を
構
成
し
、
陰
‐
　
　
と
陽
‐
一

の
二
種
類
が
あ
る
）
の
模
様
（
つ
ま
り
一
‐
陽
を
し
め
す
模
様
）

が
あ
る
。
腹
の
部
分
に
は
赤
と
白
の
点
が
あ
り
、
そ
れ
が
連
な
っ

－32－



て
「
八
」
の
字
と
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
前
足
に
あ
る
「
離
」
の
卦
を
ふ
た
つ
重
ね
た
卦
も
「
離
」
で
、

周
易
に
よ
れ
ば
「
離
」
の
卦
は
「
離
（
リ
）
は
。
貞
（
タ
ダ
）
し

き
に
利
（
ヨ
ロ
）
し
く
し
て
。
享
（
ト
オ
）
る
。
牡
牛
を
畜
（
ヤ

シ
ナ
）
え
ば
。
吉
」
と
あ
る
。
そ
の
象
伝
（
卦
の
説
明
の
一
種
）

に
は
「
離
は
。
麗
（
ツ
）
く
な
り
。
日
月
は
天
に
麗
き
、
百
穀
草

木
は
土
に
麗
く
。
重
明
に
し
て
、
も
っ
て
正
に
麗
き
て
。
す
な
わ

ち
天
下
を
化
成
す
。
柔
に
し
て
中
正
に
麗
く
、
故
に
『
享
る
』
。

こ
こ
を
も
っ
て
。
『
牡
牛
を
畜
え
ば
。
吉
』
な
る
な
り
」
と
あ
る
。

日
月
が
天
に
附
き
、
植
物
が
土
に
附
く
よ
う
に
、
人
々
は
明
（
‐

　
「
離
」
の
卦
の
性
質
）
を
重
ね
て
正
道
に
附
い
て
。
天
下
は
う
ま

く
治
ま
る
。
柔
の
卦
が
真
ん
中
に
あ
り
。
し
た
が
っ
て
「
享
る
」

　
（
物
事
が
う
ま
く
い
く
）
。
こ
の
故
に
。
従
順
な
雄
牛
を
養
っ
て

吉
な
の
で
あ
る
、
と
い
う
。

　
さ
ら
に
そ
の
象
伝
（
卦
の
説
明
の
別
種
）
に
は
「
明
ふ
た
た
び

作
（
オ
）
こ
る
は
、
離
な
り
。
大
人
、
も
っ
て
明
を
継
ぎ
て
四
方

を
照
ら
す
」
と
あ
る
。
明
か
二
重
に
な
っ
た
形
を
し
て
い
る
の
が

　
「
離
」
の
卦
で
あ
る
、
王
者
は
こ
の
形
の
よ
う
に
明
徳
を
重
ね
て
。

四
方
の
国
に
君
臨
す
る
、
と
い
う
。
（
以
上
の
周
易
の
卦
の
説
明

に
は
、
今
井
宇
三
郎
『
周
易
』
上
△
一
九
八
七
年
七
月
・
明
冶
書

院
▽
を
参
照
し
た
。
）

　
霊
亀
改
元
は
元
正
女
帝
の
即
位
と
同
時
で
あ
る
。
女
帝
を
「
牝

牛
」
に
た
と
え
た
わ
け
で
は
な
か
ろ
う
が
、
女
帝
は
男
帝
に
く
ら

べ
れ
ば
「
柔
」
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
り
、
「
離
」
の
象
伝
に
ふ
さ
わ

し
い
（
離
卦
が
女
に
ふ
さ
わ
し
い
こ
と
は
、
後
に
も
述
べ
る
）
。

そ
の
象
伝
は
一
般
的
に
君
主
に
あ
て
は
ま
る
で
あ
ろ
う
が
、
「
明

を
継
ぎ
て
」
を
元
明
女
帝
か
ら
元
正
女
帝
へ
の
、
女
帝
を
重
ね
る

形
と
み
れ
ば
、
元
正
女
帝
の
即
位
に
ふ
さ
わ
し
い
。

　
霊
亀
の
亀
の
特
殊
性
の
具
体
像
は
。
以
上
の
通
り
で
あ
る
が
。

別
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
亀
が
そ
の
甲
を
焼
く
亀
卜
と
し
て
で
は

な
く
、
占
篁
の
基
本
で
あ
る
易
経
を
負
う
形
で
扱
わ
れ
て
い
る
こ

と
が
、
注
目
さ
れ
る
。
今
井
宇
三
郎
『
前
掲
書
』
の
解
説
に
よ
れ

ば
。
上
下
に
欽
を
重
ね
る
の
は
、
亀
の
甲
に
ト
辞
を
刻
す
る
方
式

に
基
づ
く
と
い
う
説
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
亀

を
神
祇
官
の
占
い
に
関
係
す
る
も
の
と
の
み
限
定
す
る
必
要
は
な

く
、
陰
陽
寮
の
占
い
に
も
関
係
す
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
弥
生
時
代
末
期
以
降
に
亀
卜
が
行
な
わ
れ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の

伝
統
上
で
も
、
推
古
朝
前
後
に
導
入
さ
れ
た
占
笙
の
線
上
で
も
、

亀
は
二
貝
し
て
神
聖
視
さ
れ
う
る
要
素
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
わ

か
っ
た
。
次
に
八
世
紀
初
頭
に
成
立
し
た
記
紀
の
伝
承
上
で
、
亀

が
ど
う
扱
わ
れ
た
か
を
調
べ
て
み
た
い
。
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（
三
）

　
記
が
完
成
し
た
の
は
、
元
明
朝
の
和
銅
五
年
（
七
二
Ｉ
）
の
こ

と
と
さ
れ
、
こ
の
段
階
で
は
ま
だ
年
号
に
「
亀
」
の
つ
く
も
の
は

な
い
。
そ
の
た
め
か
、
記
に
は
亀
に
関
す
る
伝
承
は
一
例
し
か
な

い
。
神
武
記
の
神
武
東
征
伝
承
中
に
、
神
武
軍
が
日
向
を
発
し
、

豊
国
宇
沙
（
宇
佐
）
・
筑
紫
岡
田
宮
・
阿
岐
国
多
祁
理
宮
を
経
由

し
、
吉
備
高
島
宮
よ
り
大
和
に
向
か
う
途
中
に
、
サ
ヲ
ネ
ツ
ヒ
コ

に
出
会
い
、
道
案
内
を
さ
せ
る
。
サ
ヲ
ネ
ツ
ヒ
コ
の
登
場
の
場
面

は
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
そ
の
国
（
‐
吉
備
）
よ
り
上
り
幸
（
イ
）
で
ま
し
し
時
、
亀

　
　
の
甲
に
乗
り
て
、
釣
り
し
つ
つ
羽
ぶ
き
来
る
人
、
速
吸
門
（
ハ

　
　
ヤ
ス
イ
ノ
ト
）
に
遇
い
き
。

亀
の
甲
の
上
で
釣
り
を
し
な
が
ら
、
鳥
の
よ
う
に
羽
ば
た
く
人
に

て
あ
っ
た
、
と
い
う
。
サ
ヲ
ネ
ツ
ヒ
コ
に
記
は
分
注
し
て
、
倭
国

造
の
祖
と
す
る
。
倭
国
造
の
始
祖
伝
承
は
、
鳥
と
亀
が
合
体
し
た

イ
メ
ー
ジ
か
お
る
。

　
た
だ
し
。
元
正
朝
の
霊
亀
改
元
後
の
養
老
四
年
（
七
二
〇
）
に

完
成
し
た
紀
、
し
た
が
っ
て
亀
へ
の
神
聖
視
が
高
ま
っ
た
は
ず
の

紀
で
は
。
同
様
の
場
面
が
ま
っ
た
く
別
の
形
と
な
っ
て
い
る
。

　
神
武
即
位
前
紀
甲
寅
年
一
〇
月
五
日
条
に
は
、
日
向
を
発
し
て

菟
狭
（
宇
佐
）
に
着
く
前
に
。
速
吸
之
門
（
ハ
ヤ
ス
イ
ノ
ト
）
で

道
案
内
に
出
会
う
話
が
あ
る
。
道
案
内
の
名
は
ウ
ヅ
ヒ
コ
と
い
い
、

記
と
は
若
干
異
な
り
、
倭
直
ら
の
始
祖
と
あ
る
（
神
武
紀
二
年
条

に
ウ
ヅ
ヒ
コ
は
、
倭
国
造
に
任
命
さ
れ
て
い
る
）
。
ウ
ヅ
ヒ
コ
は
。

　
「
艇
（
オ
ブ
ネ
）
に
乗
り
て
至
る
」
で
あ
り
、
亀
の
甲
に
乗
っ
て

い
な
い
し
、
鳥
の
よ
う
に
羽
ば
た
い
て
も
い
な
い
。
ウ
ヅ
ヒ
コ
は

神
武
の
船
か
ら
差
し
出
さ
れ
た
椎
の
棹
に
す
が
っ
て
、
神
武
の
船

に
移
り
、
シ
ヒ
ネ
ツ
ヒ
コ
の
名
を
与
え
ら
れ
る
。
椎
の
棹
の
シ
ヒ

に
ち
な
む
名
で
あ
る
。
椎
の
棹
の
サ
ヲ
に
ち
な
め
ば
、
サ
ヲ
ネ
ツ

ヒ
コ
と
な
ろ
う
。

　
シ
ヒ
ネ
ツ
ヒ
コ
は
戊
午
年
九
月
五
日
条
で
は
、
天
香
山
の
土
を

取
っ
て
来
る
役
を
果
た
し
、
神
武
は
そ
の
土
で
厳
受
（
イ
ツ
ヘ
）

な
ど
を
作
り
、
丹
生
の
川
上
で
天
神
地
祇
に
天
下
の
平
定
を
祈
る

　
（
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
既
に
科
研
報
告
書
で
触
れ
た
）
。
同

時
に
ウ
ケ
ヒ
し
て
、
厳
兌
を
丹
生
川
に
沈
め
。
「
も
し
魚
大
小
と

無
く
こ
と
ご
と
く
酔
い
て
流
る
る
こ
と
、
た
と
え
ば
袱
の
葉
の
ご

と
く
ん
ば
、
吾
、
必
ず
よ
く
こ
の
国
を
さ
だ
め
ん
」
と
い
う
。
は

た
し
て
魚
は
皆
浮
か
び
。
シ
ヒ
ネ
ツ
ヒ
コ
は
そ
れ
を
神
武
に
告
げ

る
。
シ
ツ
ネ
ツ
ヒ
コ
が
魚
が
浮
く
か
ど
う
か
の
判
定
者
と
な
っ
た

と
い
う
こ
と
は
、
シ
ヒ
ネ
ツ
ヒ
コ
が
水
や
魚
に
深
い
関
係
を
持
っ

て
い
た
こ
と
を
し
め
す
。
魚
類
を
魚
階
と
い
う
よ
う
に
、
亀
も
魚

類
と
み
ら
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
亀
が
浮
か
ぶ
形
で
も
よ
い
は
ず
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で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
亀
で
は
な
い
こ
と
だ
け
に
注
意
し
て
お
こ

　
紀
の
シ
ヒ
ネ
ツ
ヒ
コ
の
記
事
は
、
他
に
も
う
一
例
が
あ
る
。
神

武
即
位
前
紀
戊
午
年
一
一
月
七
日
条
の
兄
磯
城
（
エ
シ
キ
）
打
倒

の
記
事
で
あ
る
。
エ
シ
キ
を
打
倒
す
る
計
略
を
シ
ヒ
ネ
ツ
ヒ
コ
が

立
て
る
。
そ
の
計
略
の
な
か
に
、
菟
田
川
の
水
を
取
っ
て
炭
坂
の

火
に
そ
そ
ぎ
。
不
意
を
つ
い
て
エ
シ
キ
を
攻
撃
す
る
こ
と
が
あ
る
。

こ
こ
で
も
シ
ヒ
ネ
ツ
ヒ
コ
は
、
水
に
関
係
し
て
い
る
。

　
エ
シ
キ
打
倒
後
に
神
武
は
歌
を
作
っ
て
将
兵
を
慰
安
す
る
が
、

そ
の
歌
の
末
尾
は
「
鵜
飼
が
徒
（
ト
モ
）
、
今
、
助
（
ス
）
け
に

来
ね
」
　
（
‐
鵜
飼
の
仲
間
よ
、
た
っ
た
今
、
助
け
に
来
て
く
れ
）

と
あ
る
。
エ
シ
キ
打
倒
戦
の
主
役
は
シ
ヒ
ツ
ネ
ヒ
コ
で
あ
る
か
ら
、

こ
の
歌
自
体
を
シ
ヒ
ツ
ネ
ヒ
コ
が
作
っ
た
も
の
と
解
す
る
こ
と
も

可
能
で
あ
る
。
ま
た
、
神
武
が
作
っ
た
と
す
れ
ば
、
「
鵜
飼
」
が

で
て
く
る
の
は
、
菟
田
川
の
水
に
関
係
し
て
の
事
で
あ
ろ
う
。
シ

ヒ
ツ
ネ
ヒ
コ
が
菟
田
川
の
水
の
計
略
を
考
え
え
た
の
は
、
シ
ヒ
ツ

ネ
ヒ
コ
と
鵜
飼
が
な
ん
ら
か
の
関
係
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
。
い

ず
れ
に
せ
よ
、
シ
ヒ
ツ
ネ
ヒ
コ
は
鵜
飼
と
関
係
か
お
り
、
先
に
述

べ
た
よ
う
に
水
と
関
係
す
る
。
記
の
サ
ヲ
ツ
ネ
ヒ
コ
は
亀
に
乗
り

鳥
の
よ
う
に
羽
ば
た
く
イ
メ
ー
ジ
が
あ
っ
た
が
、
紀
の
シ
ヒ
ツ
ネ

ヒ
コ
に
も
鵜
飼
の
よ
う
に
水
の
上
で
羽
ば
た
く
イ
メ
ー
ジ
か
お
る
。

　
結
局
、
倭
国
造
氏
の
始
祖
伝
承
は
。
鵜
飼
な
ど
と
も
関
係
を
持

ち
つ
つ
、
水
の
支
配
者
で
魚
や
亀
に
深
い
関
連
を
持
つ
も
の
で
あ

っ
た
。
こ
の
倭
国
造
氏
は
、
履
中
即
位
前
紀
で
は
履
中
を
打
倒
し

よ
う
と
す
る
住
吉
仲
皇
子
に
味
方
す
る
。
さ
ら
に
雄
略
紀
二
年
一

〇
月
六
日
条
に
は
、
倭
国
造
が
宍
人
部
を
献
上
す
る
記
事
か
お
る
。

こ
の
二
例
は
と
も
に
、
大
王
へ
の
服
属
を
意
味
す
る
。
こ
の
こ
と

か
ら
考
え
れ
ば
、
倭
国
造
が
「
天
皇
」
　
（
‐
大
王
）
の
支
配
下
に

属
す
る
の
は
、
神
武
以
来
な
ど
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
比
較
的

新
し
い
時
代
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
。
倭
国
造
の
始
祖

伝
承
と
い
う
の
は
、
「
倭
国
造
」
王
家
の
始
祖
伝
承
で
あ
っ
た
と

い
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
（
四
）

　
水
の
支
配
者
が
魚
暗
（
魚
や
亀
。
あ
る
い
は
魚
類
）
を
自
由
に

操
れ
る
と
い
う
例
は
、
紀
の
神
話
の
海
宮
遊
幸
章
（
神
話
第
一
〇

段
）
に
集
中
的
に
み
ら
れ
る
。
亀
も
同
章
一
書
第
三
に
海
神
の
娘

の
豊
玉
姫
の
乗
り
物
と
し
て
出
て
く
る
。
豊
玉
姫
は
、
神
武
の
父

ヒ
コ
ナ
ギ
サ
タ
ケ
ウ
ガ
ヤ
フ
キ
ア
ヘ
ズ
の
母
で
あ
り
、
鵜
も
で
て

く
る
。
ウ
ガ
ヤ
フ
キ
ア
ヘ
ズ
の
父
ヒ
コ
ホ
ホ
デ
ミ
の
母
は
、
山
神

の
娘
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
神
話
で
の
血
統
は
、
「
天
皇
」
家
の
始

祖
に
、
山
と
海
の
支
配
者
の
血
統
を
観
念
的
に
配
し
た
に
す
ぎ
な
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い
。
歴
代
天
皇
は
、
太
陽
神
ア
マ
テ
ラ
ス
の
末
を
自
称
す
る
だ
け

で
、
誰
ひ
と
り
と
し
て
山
神
や
海
神
の
末
と
は
称
さ
な
い
。

　
古
代
日
本
に
圧
倒
的
な
影
響
を
与
え
た
朝
鮮
半
島
の
例
を
み
よ

う
。
『
三
国
史
記
』
高
句
麗
本
紀
の
始
祖
４
　
に
。
始
祖
朱
蒙
は
暗

殺
さ
れ
そ
う
に
な
っ
て
北
扶
余
か
ら
南
へ
脱
出
す
る
。
背
後
に
追

手
が
迫
り
、
行
く
手
は
流
水
に
さ
え
ぎ
ら
れ
る
。
朱
蒙
は
滝
水
の

岸
に
立
っ
て
、
「
我
は
天
帝
の
子
に
し
て
、
河
伯
の
外
孫
な
り
。

今
日
、
逃
走
す
る
に
、
追
う
者
の
及
ぽ
ん
と
す
る
こ
と
ち
か
し
。

如
何
せ
ん
」
と
水
に
告
げ
る
と
、
「
こ
こ
に
お
い
て
魚
階
浮
か
び

出
て
橋
を
な
し
、
朱
蒙
渡
る
を
え
て
、
魚
暗
す
な
わ
ち
解
く
。
追

う
騎
は
渡
る
こ
と
あ
た
わ
ず
」
と
い
う
状
態
と
な
る
。
朱
蒙
は
卒

本
に
都
し
、
沸
流
水
上
に
居
住
し
て
、
国
号
を
高
句
麗
と
す
る
。

同
一
と
い
っ
て
も
い
い
よ
う
な
記
述
は
、
『
三
国
遺
事
』
巻
一
の

高
句
麗
条
に
も
み
え
る
。

　
朱
蒙
は
「
河
伯
の
外
孫
」
　
（
『
三
国
史
記
』
）
、
「
河
伯
の
孫
」

　
（
『
三
国
遺
事
』
）
を
自
称
す
る
が
、
こ
れ
は
朱
蒙
の
母
の
柳
花

が
河
伯
（
水
の
神
）
の
娘
だ
か
ら
で
あ
る
。
朱
蒙
の
父
は
太
陽
で
、

太
陽
と
水
神
の
娘
の
直
接
の
子
供
が
朱
蒙
で
あ
る
。
日
本
の
「
天

皇
」
家
と
太
陽
・
水
神
の
場
合
の
よ
う
に
も
っ
て
ま
わ
っ
た
形
で

は
な
く
、
非
常
に
直
接
的
で
あ
る
。
『
三
国
史
記
』
　
二
Ｉ
五
四

年
完
成
）
や
『
三
国
遺
事
』
　
（
コ
ニ
コ
二
年
頃
完
成
）
は
信
憑
性

に
問
題
か
お
る
と
も
い
え
る
の
で
、
よ
り
信
憑
性
の
あ
る
史
料
を

提
示
し
て
お
こ
う
。
高
句
麗
好
太
王
碑
文
（
四
一
四
年
完
成
）
で

あ
る
。

　
碑
文
は
始
祖
朱
蒙
を
郵
牟
と
記
し
、
天
帝
と
河
伯
の
間
の
子
と

す
る
。
碑
文
の
一
部
が
破
損
し
て
お
り
、
明
確
で
は
な
い
が
、
部

牟
は
暗
殺
さ
れ
そ
う
に
な
っ
た
と
は
記
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ

る
。
平
和
裡
に
南
下
を
し
た
よ
う
で
、
扶
余
を
経
由
し
て
奄
利
大

水
に
い
た
る
。
部
牟
は
大
水
の
津
に
臨
ん
で
、
「
我
は
こ
れ
皇
天

の
子
に
し
て
、
母
は
河
伯
女
郎
の
部
牟
王
な
り
。
我
が
為
に
薩
（
ア

シ
）
は
連
（
ツ
ラ
）
な
り
、
亀
は
浮
か
べ
」
と
告
げ
る
。
す
る
と

　
「
声
に
応
じ
て
即
ち
為
に
殴
は
連
な
り
、
亀
は
浮
か
ぶ
。
し
か
る

後
に
造
（
ス
ス
）
み
て
渡
る
」
こ
と
が
で
き
た
。
水
神
の
血
族
と

し
て
鰯
牟
は
、
亀
や
肢
（
葦
の
若
い
も
の
）
の
動
か
す
力
を
持
っ

て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
伝
説
が
五
世
紀
初
頭
の
高
句
麗
に
は
、
確

実
に
存
在
し
た
。

　
　
『
姓
氏
録
』
に
よ
れ
ば
、
右
京
諸
蕃
の
に
長
瀬
連
氏
は
「
高
麗

国
部
牟
△
一
名
は
朱
蒙
▽
よ
り
出
ず
」
と
あ
り
、
欽
明
朝
の
渡
来

と
も
記
す
。
他
に
山
城
国
諸
蕃
の
高
井
造
氏
は
「
高
麗
国
主
郡
牟

王
の
廿
世
孫
の
汝
安
祁
王
よ
り
出
ず
」
と
あ
る
。
部
牟
王
と
の
直

接
的
な
関
係
を
し
め
す
氏
族
は
二
氏
で
あ
る
が
、
高
句
麗
国
王
に

出
自
を
求
め
る
氏
族
は
多
い
。
こ
れ
ら
の
氏
族
は
、
亀
な
ど
を
自

　
一ｇ
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由
に
あ
や
つ
れ
る
始
祖
の
伝
承
を
伝
え
て
い
た
に
相
違
な
い
。

　
記
の
サ
ヲ
ネ
ツ
ヒ
コ
が
亀
に
乗
り
道
案
内
を
す
る
伝
承
や
、
神

功
記
・
紀
の
「
三
韓
征
討
」
伝
承
に
大
小
の
魚
が
神
功
の
船
を
担

っ
て
進
む
伝
説
の
背
後
に
、
高
句
麗
郡
牟
王
の
伝
承
の
影
を
み
る

こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　
（
五
）

　
紀
に
は
他
に
も
亀
に
関
す
る
記
事
が
あ
る
の
で
、
そ
れ
を
網
羅

的
に
検
討
し
て
、
本
稿
を
終
え
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
崇
神
七
年
二
月
一
五
日
条
に
は
、
国
内
の
不
安
の
ゆ
え
ん
を
神

祇
に
問
う
場
面
に
。
「
蓋
命
神
亀
。
以
極
致
災
之
所
由
也
」
と
あ

る
。
普
通
に
よ
め
ば
「
な
ん
ぞ
神
亀
に
命
じ
て
、
も
っ
て
災
い
の

所
由
を
極
め
ざ
ら
ん
」
と
な
り
、
亀
の
占
い
を
行
な
う
か
の
よ
う

で
あ
る
。
実
際
に
は
神
憑
り
に
よ
り
神
意
が
伝
え
ら
れ
て
お
り
、

　
「
命
神
亀
」
は
単
に
占
い
程
度
の
意
味
で
あ
る
。
古
典
文
学
大
系

本
で
は
「
命
神
亀
」
を
「
ウ
ラ
」
と
よ
ま
せ
て
い
る
。
神
亀
に
特

別
の
意
味
か
お
る
の
で
は
な
い
。

　
垂
仁
三
四
年
三
月
二
日
条
。
天
皇
が
山
背
に
幸
し
、
佳
人
カ
ニ

ハ
タ
ト
べ
を
妻
に
し
よ
う
と
す
る
。
妻
に
す
る
こ
と
に
成
功
す
る

か
ど
う
か
の
神
意
を
問
い
、
成
功
す
る
な
ら
道
に
祥
瑞
に
出
会
え

る
よ
う
に
と
祈
る
。
そ
の
結
果
。
行
宮
に
到
着
す
る
頃
に
、
河
の

な
か
か
ら
大
亀
が
出
て
く
る
。
天
皇
が
大
亀
を
矛
て
刺
す
と
、
亀

は
石
に
変
わ
っ
た
。
天
皇
は
カ
ニ
ハ
タ
ト
ベ
を
妻
と
す
る
こ
と
が

で
き
た
、
と
あ
る
。
単
に
大
亀
の
出
現
だ
け
で
は
祥
瑞
で
は
な
く
。

亀
が
石
に
変
わ
っ
た
こ
と
が
祥
瑞
と
さ
れ
て
い
る
。
天
皇
と
カ
ニ

ハ
タ
ト
ベ
の
間
の
子
は
磐
衝
別
（
イ
ハ
ツ
ク
ワ
ケ
）
と
い
う
名
で

あ
り
、
お
そ
ら
く
こ
の
話
は
岩
を
衝
く
と
い
う
名
前
に
ち
な
む
も

の
で
あ
る
。
亀
に
は
あ
ま
り
大
き
な
意
味
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
。

　
雄
略
二
二
年
七
月
条
。
丹
波
国
余
社
郡
筒
川
の
瑞
江
浦
嶋
子
が

釣
り
を
し
て
、
亀
を
釣
っ
た
が
。
亀
は
た
ち
ま
ち
に
女
に
変
身
し

た
。
浦
嶋
子
は
そ
の
女
を
妻
と
し
、
女
の
案
内
で
海
に
入
り
、
蓬

莱
山
に
い
た
っ
て
仙
人
た
ち
に
出
会
う
。
浦
島
太
郎
の
お
と
ぎ
話

の
原
型
の
一
種
で
あ
る
。
吉
野
裕
子
『
易
と
日
本
の
祭
祀
』
　
（
人

文
書
院
・
一
九
八
八
年
一
一
月
）
は
、
『
説
卦
伝
』
に
（
離
を
火

と
な
し
、
日
と
な
し
、
中
女
と
な
し
、
（
中
略
）
亀
と
な
し
」
と

あ
る
こ
と
か
ら
。
亀
が
女
に
変
身
す
る
の
は
不
思
議
で
は
な
い
と

説
く
。
「
離
」
卦
は
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
、
元
正
女
帝
の
即
位

を
祝
う
か
の
よ
う
に
出
現
し
た
亀
の
模
様
で
あ
っ
た
。
亀
が
女
に

変
身
す
る
こ
の
話
は
、
元
正
朝
の
離
卦
を
持
つ
亀
の
出
現
の
こ
ろ

に
構
想
さ
れ
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
天
智
九
年
六
月
条
。
「
邑
中
に
亀
を
獲
た
り
。
背
に
申
の
字
を

書
せ
り
。
上
は
黄
に
し
て
、
下
は
玄
（
ク
ロ
）
し
。
長
は
六
寸
余

　
一７３

　
一



な
り
」
と
あ
る
。
古
典
文
学
大
系
本
は
頭
注
に
「
壬
申
の
申
、
日

を
貫
く
形
。
上
黄
下
玄
も
天
地
玄
黄
の
逆
。
い
ず
れ
も
壬
申
の
乱

を
記
述
す
る
た
め
の
伏
線
と
し
て
の
記
事
」
と
す
る
。
「
邑
中
」

と
の
み
あ
っ
て
、
具
体
的
な
地
名
が
な
く
、
架
空
の
記
事
で
あ
る
。

　
天
武
一
〇
年
九
月
五
日
４
　
。
「
周
芳
国
、
赤
亀
を
貢
す
。
す
な

わ
ち
嶋
宮
の
池
に
放
つ
」
と
あ
る
。
こ
の
年
の
七
月
か
ら
九
月
に

か
け
て
は
朱
雀
な
ど
、
祥
瑞
の
記
事
が
多
く
。
赤
亀
も
そ
の
一
例

で
あ
る
。
浄
御
原
律
令
の
編
纂
の
開
始
に
と
も
な
い
、
祥
瑞
の
制

度
が
整
備
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
、
こ
の
よ
う
な
記
事
が
残
さ
れ
た

の
で
あ
ろ
う
。

　
史
料
的
に
み
れ
ば
。
特
殊
な
亀
へ
の
聖
視
を
含
む
特
別
視
は
、

天
武
朝
の
赤
亀
献
上
に
始
ま
り
、
霊
亀
・
神
亀
・
天
平
に
ひ
と
つ

の
頂
点
を
む
か
え
た
こ
と
に
な
る
。
『
魏
志
』
倭
人
伝
か
ら
み
れ

ば
、
弥
生
時
代
末
期
に
亀
卜
が
行
な
わ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
も
の

の
、
記
紀
で
は
天
武
朝
以
前
に
は
亀
を
特
別
に
神
聖
視
し
た
形
跡

は
な
く
、
こ
の
点
か
ら
の
み
考
え
れ
ば
亀
卜
が
伝
統
化
し
て
い
た

と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
記
の
神
話
に
鹿
の
肩
を
焼
い
て
占
う
こ
と

が
あ
り
、
灼
骨
の
伝
統
が
続
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
亀
卜
は
あ

る
い
は
、
天
武
朝
の
中
国
模
倣
政
策
の
な
か
で
。
は
じ
め
て
一
般

化
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
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